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5959書評

書評
義と若干の指摘を述べたい。

本書の構成は以下の通りである。

はじめに

第Ⅰ部　新たな王朝の誕生と躍進

第 1章　ピピン 3世の国王即位

1 カルロマヌスの修道誓願

2 ピピンの選択

3 ピピンの外征と教会改革

4 カロリング貴族の生成

第 2章　カロリング朝の確立と国王カール

1 ランゴバルト王国征服とスペイン遠征

2 王国の再組織化と王朝の確立

3 カールを取り巻く人々

第 3章　カロリング朝の社会機構とカールの皇

帝戴冠

1 西ヨーロッパを囲む外部世界

2 生産と流通の展開

3 戦争の形態と支配の紐帯

4 ビザンティン帝国の政変とカールの皇

帝戴冠

第Ⅱ部　弛緩する王朝内部の統制力

第 4章　ルートヴィヒ敬虔帝の危うさ

1 不意の相続人

2 早すぎた「帝国措置令」（817年）

3 帝国運営の新たな指向

第 5章　帝国分裂への序曲

1 「宮廷反乱」とロタリウスの思惑

2 息子たちの反乱

3 最後の相続構想

第 6章　兄弟支配体制の内破

1 ヴェルダン条約による王国分割

2 「友愛の体制」

3 三者体制の終焉

第 7章　解体過程の揺らぎ

1 ルートヴィヒ・ドイツ王とシャルル禿

頭王の対立

2 王国内における父子の政治的確執

3 シャルル禿頭王の見果てぬ夢

第Ⅲ部　権力継承勢力の布置

第 8章　錯綜する支配継承

佐藤彰一
『フランク史Ⅲ
カロリング朝の達成』

名古屋大学出版会、2023 年 8 月、400 頁

ISBN978-4-8158-1127-3

本書は、長年にわたりフランク王国を研究して

きた著者による、フランク人の歴史を先史時代か

ら書き起こしたシリーズ全 3巻の最終巻にあた

る。副題の通り、カロリング朝の時代、年代で言

えばピピン 3世の国王即位の少し前、カール・マ

ルテルが死去した 741年からユーグ・カペーが即

位した 987年までを扱う。

本書は独立した書物ではなく、シリーズものの

一巻である。そのため、本書の内容を概観する前

に、本シリーズの特徴を確認しておきたい。第 1

巻
(1)
の「はじめに」において著者は、第 1巻がグ

ローバル・ヒストリーを意識した叙述によって為

されることを強調する
(2)
。著者がここで具体的に

意識するのは、外部世界との接続性である。著者

は近年、フィリップ・ボジャールやクリス・ウィッ

カムらの著作
(3)
の影響を受け、外部世界との接続

性も組み入れた中世世界論やカール大帝のモノグ

ラフを発表しているほか
(4)
、グローバル・ヒスト

リーに関する翻訳もある
(5)
。第 1巻はこうした成

果を踏まえ、外部世界との接続性を新機軸として、

フランク人の歴史を先史時代から書き起こす。こ

うした一国史に囚われない歴史叙述への指向は、

史料的制約もあり第 2巻
(6)
以降は弱まるものの、

第 2巻では 8章と 9章に、そして本書では後述す

るようにカール大帝期におけるアッバース朝を中

心とした「世界システム」に関連する叙述におい

て、再び登場する。

もう一点本シリーズの特徴を挙げると、本シ

リーズは通史ではあるが、決して一般書ではない

という点である。各巻には詳細かつ膨大な註が附

されており、おびただしい数の一次史料と二次文

献が引用されている。著者自身、こうした学術書

スタイルに拘ったことがあとがきから窺える。

以下では、各章の内容を概観した後、本書の意
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どの知識人を宮廷の側近に多く登用した。そうし

て西方における存在感を高めたカールは、皇帝と

して戴冠することとなる。また第 3章では、この

時期の戦争形態と軍隊にも紙幅が割かれている。

ポスト・ローマ期およびメロヴィング朝期では、

戦争の本質は略奪であり、生活物資の獲得が目的

であった。しかしメロヴィング朝王権がこうした

略奪戦争による「軍閥的」カリスマをもった王権

であったのに対し、カロリング朝は教皇によって

聖化された宗教的聖性をもつ王権であった。こう

した王権の性格変化は軍隊にも変化を及ぼした。

カロリング朝において戦争の本質は、略奪から「他

の手段をもってする政治」という近代的なものに

変質したという。また軍隊は「自由人」によって

構成され、自由人間の階層的上下関係は人的な絆

による緩やかな庇護関係であった。軍役によるこ

うした関係性の創出が、中世における共同体的関

係の生成プロセスであった。

第 4章と第 5章は、ルートヴィヒ敬虔帝治世と

その間に起きたカロリング朝の分裂と対立を説明

する。著者のルートヴィヒ敬虔帝に対する評価は

概して辛口である。彼はアニアーヌのベネディク

トゥスから強い精神的影響を受けており、その政

権は政治的価値以上に精神的・倫理的価値に重き

を置いていた。また、自らが死去した後の王国の

相続と経営を定めた帝国措置令を 817年に発布し

たが、これは多くの政治混乱を引き起こす要因と

なった。カロリング朝は 800年ごろを境に軍事的

膨張を終了して防衛に専念することとなったが、

これにより貴族たちは帝国内部での栄達に専心す

ることとなった。このことは敬虔帝の息子たちの

不和と結びつき、教会人も巻き込んだカロリング

朝においてこれまでなかった対立抗争に発展した

のである。

第 6章は、敬虔帝の息子たち、ロタリウス、ルー

トヴィヒ・ドイツ王、シャルル秀頭王による兄弟

支配体制についてである。著者はこの時代以降、

国王のもつ裁量が小さくなったとし、その要因と

して王権と婚姻関係を持った帝国貴族層の台頭を

挙げる。これは外戚の勢力拡大を懸念し、貴族な

どの有力者との婚姻を避けていたメロヴィング朝

1 東西フランク王国の政治的交錯

2 カール 3世肥満王の統治

3 レグナ理論の射程

第 9章　領邦覇権の生成様式

1 9世紀最後の皇帝アルヌルフ

2 権力継承の展転

3 10世紀初頭のフランク王国

第 10章　支配門閥間の権力ゲームとその結末

1 ラウルからルイ 4世渡海王へ

2 大ユーグとルイ 4世の宥和

3 カロリング血統の「断絶」

おわりに

「はじめに」で著者は、本書をカロリング朝に

おける歴史的事象の総まとめという「基盤」にす

べく、政治の動きを軸に叙述すること、それゆえ

社会構造（例えば「封建制」）や心性などのトピッ

クは原則として扱わないことを宣言する。

第 1章はカール・マルテルの死から、ピピンの

クーデタによるメロヴィング朝の消滅とカロリン

グ朝の成立、そしてピピンの死までを扱う。ピピ

ンは父の死後ともに王国を取り仕切った兄カルロ

マヌスが突如脱俗し、さらに息子カールが誕生し

たことで、国王という展望を持ち始める。そして

メロヴィング朝が持つ血統権に対抗し、クーデタ

によって王位を獲得し維持するための正当性を教

皇に求め、また聖油の塗油によって神聖化された

王権というメロヴィング朝とは異なる性格の王権

を創出した。なお著者は一貫して「教皇庁」の語

を用いているが、近年の教皇史研究では、「教皇

庁」と訳されるラテン語 Curia (Romae)は 11世紀

になって初めて登場することを鑑み、それ以前に

ついては「ローマ教会 Roman Church」と表記す

るのが通例となっている。

第 2章はカール大帝の即位と支配体制の確立

を、第 3章はカールの戴冠とその死までを扱う。

第 3章の第 1節と第 2節は、最新の研究成果も取

り入れた外部世界におけるカール期のフランク王

国を扱っており、後段で改めて紹介したい。カー

ルは弟カールマンとの対立を経て単独支配者とな

ると、各方面に国境を広げつつ、アルクイヌスな
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り咲いたものの、対立王ネウストリア大公ロベー

ルとの争いの末、ボゾニーデンのブルゴーニュ辺

境伯ラウルが王位に就いた。

第 10章は、残された西フランクについて語る。

ウェセックス王国で育ったルイ 4世の即位によ

り、再度カロリング王家の血筋が復活した。しか

しその後、987年にルイ 5世が死去すると、非嫡

子ながらカロリング王家の血筋を引く者はいたも

のの、ユーグ・カペーが新国王として即位した。

この時期、もはや血筋ではなく門閥間の連携や婚

姻関係のネットワークが政治趨勢を左右する段階

にあったのである。

「おわりに」では、カロリング朝はメロヴィン

グ朝期の水準からいかなる離脱を遂げたのか、言

い換えれば、カロリング朝は何を達成したのかと

いう問いに対し、以下8つの答えが提示される。(1)

略奪から政治の延長へという戦争の性格の変化、

(2)中世西欧社会支配層形成の源流となった主要

42門閥からなる、新しい貴族層の形成という貴

族の存在構造の変化、(3)メロヴィング朝の「軍

閥王権」的な、事実上の支配権力が男系の血統に

よって継承される無規定なものから、キリスト教

という宗教イデオロギーに支えられ「塗油」によっ

て「神に嘉みされた」ものへという王権の性格の

変化、(4)王家の血統の希釈化を防ぐための「族

外婚」から、王権の実力的基盤を強化するための

帝国貴族門閥との婚姻へという婚姻関係の変化、

(5)嫡出子か非嫡出子かというような、キリスト

教的な婚姻関係のモデルが社会に浸透したことに

よる王の法的適格性への新たな視点の誕生、(6)

武力解決から「外交交渉」へという紛争の平和的・

政治的解決手法の深化。ヴェルダン条約やメール

セン条約などはこうした外交折衝の成果だろう。

(7)政治的紛争解決への教会人のコミットメント。

代表例であるランス司教ヒンクマルスは、「反ルー

トヴィヒ書簡」によって、ルートヴィヒ・ドイツ

王を西フランク王国掌握から撤退させた。 (8)カ

ロリング朝の勃興と同期した、世界システム律動

の好景況に浴した経済的成長（これについては後

述する）。これら 8つの答えは、今後その妥当性

が検討され、あるいはさらに深化されるべき課題

王家との明確な違いであった。843年にはヴェル

ダン条約が締結され、帝国は東西中の三王国に分

割された。三名はその後も不和・対立と融和・協

力を繰り返し、855年のロタリウスの死没により

三兄弟による支配体制は終わりを迎えた。

第 7章は、残されたルートヴィヒ・ドイツ王と

シャルル秀頭王の治世、そしてシャルルの皇帝戴

冠から死までを語る。中王国を継承したロタリウ

ス 2世は、間に嫡出子がいなかった妻テウトベル

ガとの離婚を成立させることができず、彼の死後

中王国は子どもたちに継承されることなく 870年

のメールセン条約によって東西王国に分割され、

これによりイタリア王国を加えた新たな三分割が

実現した。シャルルはイスラーム教徒の撃退を教

皇に要請され、875年にローマで皇帝として戴冠

する。さらにルートヴィヒ・ドイツ王の死後、東

王国の統合を試みたが、敗走し叶わなかった。著

者によればシャルル禿頭王はカール大帝の帝国の

再興を掲げて叶わず、彼の死によってカロリング

朝の解体は不可逆的な運動過程に入った。

第 8章は、ルートヴィヒ・ドイツ王とシャルル

禿頭王以降の東西フランク王国の趨勢を語る。長

期支配を築いた両者と対照的に、以降の各王権は

短命に終わり、それが両国の政治情勢の混乱に拍

車をかけ、また王家の嫡出後継者の不在という事

態を招いた。西フランク王家に先にこの現象が訪

れ、幼年の非嫡出子ではなく東王国のカール 3世

を王位に迎え、東西王国は再度統一されたものの、

その支配体制はあまりにも脆弱であった。そして

こうした状況は、カロリング王家に勤務する帝国

貴族層から特に力を持った門閥が誕生する事態を

促進し、その中には後に王位を獲得する門閥すら

あった。

第 9章は、東西ともに非嫡子および非カロリン

グ王家の王を扱う。東王国はアルフルフからルー

トヴィヒ幼童王を経て、彼の死後ついに非カロリ

ング人のフランケン大公コンラートが即位する。

西フランクはカール 3世の死後、フランキア大公

であったロベール家のウードが即位し、彼の死後

は対立王であったシャルル単純王が継承したこと

で非嫡子ながらカロリング王家の血筋が王位に返
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属するテーマが論じられる。最初に古典荘園制に

関する議論を概観した後、これを形成する領主直

領地と農民保有地のうち、後者が前者に先行した

という筋道が 7世紀初めの寄進文書より導かれ

る
(7)
。また直領地で収穫された農作物は売却でき

る割合が高く、直領地を持つ荘園システムは 750

年代以降急速に広まった。この農作物取引は市場

で行われ、その媒体は貨幣であったが、カール大

帝はこの時期にデナリウス銀貨の含有量を 3分

の 1増量している。さらに貨幣を発行する造幣地

も数を増やすのである。著者は以上述べた各事象

は 7世紀に兆しを見せていることを示し、これら

がすなわち世界システムの影響と即断することに

は慎重であるが、「カロリング朝の支配に入った

750年代の経済的活性化は明らかに、その波動が

ユーラシアの西部にも及んだことを物語るもので

ある。」と述べる
(8)
。そしてカールが組織的作成

を命じた所領明細帳及びその手本となる「明細帳

範例」について、クリス・ウィッカムに同調し、

通常の荘園経営における一層の農業生産力の拡大

とより合理的な経営が理由であるとする。

第 1節は「新しい」、第 2節は「古い」議論の

ように感じる。しかしながら当該箇所において特

筆すべきは、ただ近年の潮流・研究成果を紹介す

るにとどまらず、それらを組み合わせて新たな議

論を行っている点である。著者は長年にわたる研

究蓄積を持つ一方、近年ではあまり顧みられなく

なった感のある「古典的」な社会経済史的テーマ

を、グローバル・ヒストリーという新たな研究動

向の中に位置付け直し、あくまで慎重な態度を維

持しつつも、別角度から体系的に論じて新たな

テーゼを提供している。これによって、「新しい

議論」のみに目を向けて「古い議論」を切り捨て

るのではなく、前者の視点で後者を再検討し新た

な議論を提供するというあるべき学術研究のモデ

ルを提供している。これは本書が持つ最大の価値

の一つである。

上記第 3章の議論は、第 2巻の第 8章および

第 9章と合わせて読まれるべきである
(9)
。当該箇

所で著者はピレンヌ・テーゼとこれに関する議論

や 7世紀における世界システムについて説明しつ

であろう。

以下では本書が持つ意義について述べたい。本

書が我が国の初期中世史研究に持つ価値は大きい

が、その一つには、カロリング朝の後期について

も十分な紙幅が与えられていることがあるだろ

う。カロリング朝の歴史は、ピピン、カール大帝、

ルートヴィヒ敬虔帝の三者に焦点が当てられるこ

とが多かった。しかしながら本書では、ルートヴィ

ヒ以降の時期が約半分を占めており、これまでに

ないほど充実している。本書を起点として、今後

カロリング朝後期の研究が我が国でも一層発展す

ることが期待される。また本文中の各所で、欧文

での最新の研究成果が数多く紹介され、それに基

づく議論が展開されている点も貴重である。中世

史、フランク史を学び始めたばかりの初学者に

とっては、こうした欧文での議論を一から理解す

るのは難儀であり、本書での紹介を取っ掛りとす

ることができるだろう。

本書の白眉は間違いなく、第 3章の第 1節と第

2節である。既述のように、グローバル・ヒスト

リー的要素が最も強い部分である。第 1節でまず

著者は、アラビア半島で誕生し農業の革新によっ

て成長したイスラーム勢力が東西方向へ急速に拡

大することで、地中海世界とインド洋世界が接合

されたとする。そしてその結果、8世紀後半には

アッバース朝の首都バグダードを軸とし、東は

日本まで広がる、「世界システム」と呼べる交易

と交流のネットワークが確立したことを説明し、

ネットワークの内の各ルートについて概要を述べ

る。本書の主題であるカロリング朝はスカンディ

ナヴィア人及びルーシ人が担ったスラヴ・ルーシ

の地方を通る回路によって、このシステムに確か

に組み込まれていた。そして著者は、未完に終わっ

たドナウ川とライン川を繋ぐ運河（フォッサ・カ

ロリーナ）の計画について、他の帝国と比した物

的・人的ソースの弱体さによって失敗しつつも、

この運河計画が「世界システム」作動の歴然たる

兆候であると評価する。

第 1節では最新の研究成果を基にアフロ・ユー

ラシア世界について広域的に議論が展開される

が、第 2節はフランク王国を対象に社会経済史に
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(12) 小澤実「ネットワーク化されたスカンディナ
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交易中心地、イェリング王権―」『西洋史研究』
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ヴィアク（小澤実訳）「奴隷のためのディルハム：

9・10世紀のイスラーム世界と北ヨーロッパ間の

奴隷交易」『史苑』80巻 1号、2020年、36–65頁。

また 11世紀を主題としつつも、ディルハムの流

入も含め、この世界システムにおけるイングラン

つ、670–680年代におけるイングランドとフラン

ク王国の金貨から銀貨への移行が、農作物の少額

取引への適合であると同時に、銀本位制を確立し

たイスラーム経済圏の影響でもあると主張する。

単純化すれば、フランク王国はイスラーム勢力の

拡大以降、スラヴ・ルーシが関与する北西ルー

トの交易を通じてその経済的好況に浴しており、

750年代以降はアッバース朝の成立やバグダード

への遷都によりその動きが加速したが、751年に

成立したカロリング朝はまさにその好況に与り、

そしてカールはその好況を背景に上述した種々の

対応を採ったという筋道を描くことができるだろ

う
(10)
。このように、著者による一次史料の精密

な分析と二次文献の博捜に裏打ちされ、7世紀か

ら 8世紀のアフロ・ユーラシア世界とその中での

フランク王国について素描を提示していること

も、本書が持つ高い価値である。なおこの世界

システムにおいて重要な役割を果たしたスラヴ・

ルーシについては、スチューレ・ボーリンの重要

な論考が翻訳されているほか
(11)
、近年では小澤

実が積極的に研究・紹介している
(12)
。本書では

直接言及されないものの、交換手段として使用さ

れたディルハム（イスラーム銀）が北西ヨーロッ

パへ大量に流入していたことも覚えておきたい。

他方で本書について惜しく思ったのは、個別

テーマをより深堀するための導線がないことであ

る。著者も各所で認めているように、本書はあく

までも政治史に根差したため、社会構造や心性、

使用言語の変遷や、書物文化、様々な文化活動の

展開などには紙幅が割かれていない。本書はフラ

ンク史について学ぶ学部生や修士生などの初学者

にとって、最初に手に取る「基盤」となるであろ

うからこそ、例えば個別テーマごとにまとめた代

表的研究の一覧のような導線があれば、初期中世

史、フランク史に触れたばかりの者たちにさらに

資するものになったのではないかと思う
(13)
。と

はいえこれによって本書の持つ価値が損なわれる

ことは全くない。本書は前二巻と同様に、カロリ

ング朝の趨勢をまとめた通史として、我が国にお

ける西洋史研究において今後長く参照される「基

盤」となるだろう。
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具体的な章構成は以下の通りである。

第 1章　はじめに

第 1部　ギリシア

第 2章　貧困、富、社会的流動性：メガラとア

テナイの事例

第 3章　貧困化の過程：ケラメイコスの Bau Z

と貧困に関する言説

第 4章　古典期スパルタにおける貧困と名誉

第 5章　ギリシアの神々と腹をすかせた人間た

ち：古典期とヘレニズム期のギリシア

における犠牲式と貧者

第 6章　古代ギリシア哲学における貧困と真理

第 2部　ローマ

第 7章　共和政中期のローマにおける貧しい元

老院議員家庭の女性：Opima Gloriaと

Felix Paupertas？

第 8章　恥のダイナミクス：共和政後期と帝政

初期の言説におけるエリートの貧困

第 9章　キケロ、貧者、ローマのレトリック

第 10章　富裕者と空腹な者、貧者と満腹な者：

ローマ世界における社会的・文化的な

食の貧困

第 3部　古代末期

第 11章　すべての貧困が賞賛されるわけでは

ない：キリスト教ローマ帝国における

貧者の定義

第 12章　古代末期ローマにおいて貧者を探す

こと

第 13章　古代末期の正義に直面する貧者たち：

パピルスの事例から

第 14章　古代末期における貧困、慈善、「貧者」

の社会的戦略：聖アウグスティヌス時

代における北アフリカの視点から

以下、各論文の要旨と評者の見解を述べる。

第 1部に先立ち、F. カルラ・ウインク、L. チェッ

ケト、C. マチャドによる第 1章で、貧困の定義

と古代ギリシア、ローマ、古代末期の各時代にお

ける貧困研究の動向、本書の目的が説明される。

貧困研究において研究者が最初に直面することに

ドについては、鶴島博和「ヨーロッパ形成期にお

けるイングランドと環海峡世界の『構造』と展開」

『史苑』75巻 2号、2015年、5–108頁。

(13) 著者も編者の一人である『西洋中世史研究入

門』が、刊行から 20年経とうとしていることを

踏まえればなおのことである。佐藤彰一・池上俊

一・高山博編『西洋中世史研究入門 [増補改訂版 ]』

名古屋大学出版会、2005年。

（小銭杏士郎）

Filippo Carlà-Uhink, Lucia Cecchet, Carlos 

Machado (eds.)

Poverty in Ancient Greece and Rome
Realities and Discourses 

Routledge, 2023, 316pp.

ISBN 978-0-367-22114-0

本書は、古代における貧困に関する研究を集

めた論文集である。貧困研究は、1970年代以降、

古代ギリシア・ローマにおける下層階級への関心

の高まりを受けて急激に発展した。従来の研究で

は、古典期のギリシア、共和政あるいは帝政ロー

マ、古代末期といった特定の時代に焦点を当てた

ものがほとんどであったが、本書はこれらの時代

を総合的に捉えることで、マクロな歴史叙述を目

指している。スパルタやメガラ、北アフリカなど

比較的史料の少ない地域を対象とした論文もあ

り、空間的射程も広い。加えて、弁論、文学、哲

学から、考古資料や碑文に至るまで多様な史料を

活用する。それにより、乞食からエリート、都市

の住民、農村部の住民、キリスト教徒など、様々

な社会的身分や宗教的属性の集団によって経験さ

れた貧困の実態と言説を探ろうとする。第 1章で

説明されているように、本書は古代における貧困

の体系的な概観を提供するものではない。直線的

なストーリーを提示することではなく、貧困の

様々な側面に光を当て、その連関を明らかにする

ことを目的としたものである。

構成としては、ギリシア、ローマ、古代末期の

3部に分かれ、合計 14本の論文が掲載されている。
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者）やプトコイ（乞食）といった語彙が使われる

ようになる。アテナイだけでなくメガラにおける

言説も取り入れた点は挑戦的であり評価すべきで

ある。しかし、通時的な変化を追うにあたっては、

対象地域の統一が望ましいと考えられる。さらに

著者は、貧困層と富裕層を表す用語ではなく、エ

リートと非エリートを表す用語について整理して

いるが、貧者と非エリートを同一視してよいのか

どうか疑問が残る。

C. テイラーによる第 3章は、売春宿として解

釈されてきたケラメイコスの遺跡 Bau Zの再解釈

を行い、貧しい女性の主体性を見出そうとする試

みである。この遺跡は、食器や酒器、貨幣、装飾

品、織機のおもりなどの出土品から、貧しい女性

が機織りと売春を行う施設だと考えられてきた。

一方、著者はこれらの出土品が民家の遺跡と大差

なく、根拠が薄弱であるとして反論する。そして、

従来の解釈は女性の労働を恥ずべきものとし、売

春や経済的苦境、社会的地位の低下と即座に結び

付ける古代の言説を無意識に再生産したものにす

ぎないとして警鐘を鳴らす。このような再生産に

陥るのを防ぐ方法として、貧しい女性が状況を改

善するために発揮した主体性に着目すべきである

ことを提案している。著者は出土品から、居住者

の女性たちが市場活動や宗教儀礼に参加すると

ともに、機織りを通して働く女性独自のコミュニ

ティを形成し、男性とは異なる形で主体性を発揮

し、苦境からの脱出を試みていたと主張する。

アテナイ中心主義を脱却するため、G. ベルナ

ルドによる第 4章では、古典期のスパルタにおけ

る貧困の多次元性に着目するとともに、経済的資

本が社会的資本の獲得において与える影響を名誉

の概念を用いて分析する。スパルタにおける貧困

の多様性を強調するため、著者はスパルタの貧困

層を 2つの集団に分けている。経済的困窮や戦線

からの逃亡等の理由で市民権を失い、他のスパル

タ人の庇護のもとで生きるモタケスと呼ばれる

人々と、完全な市民権を有するが貧困状態にある

市民の 2つである。名声を獲得し公職に就くため

には、市民に求められる理想的な行動規範、すな

わち名誉コードを実現する必要があるが、彼らの

なる問題は、貧困をいかに定義するかということ

である。この問題に対し、「絶対的定義」と「相

対的定義」という 2つの方法が挙げられている。

前者は、貧困を単なる経済現象、すなわち給与、

収入、生活費などの観点から数値化できるものと

みなし、そこに引かれた「貧困ライン」を下回る

人々を貧困層と定義している。しかし、古代世界

においては、経済的に裕福であっても、労働に従

事しているという事実や、伝統的なエリートに属

していないという理由で「貧しい」と認識される

こともあった。後者は、このような経済力と社会

的地位の不一致を考慮し、市民やエリートに求め

られる政治参加や公共奉仕、宴会の開催、理想的

な衣食住などを実現できるかどうかという社会と

の関係のなかで貧困を捉えている。著者は、これ

ら 2つの方法を超えたアプローチを採用すべきで

あると指摘しているが、それが具体的にどのよう

なものなのかは示されていない。

第 1部では、古代ギリシアを対象とする論文を

5本掲載する。チェッケトによる第 2章では、貧

困に関する言説と用語の通時的な変化を追う。そ

れに伴い、ホメロスの叙事詩、メガラの詩人テオ

グニスの詩、古典期アテナイの演説や法廷弁論の

大きく分けて 3種類の史料を用い、各時代にみら

れる用語や言説を比較する。まず、ホメロスの叙

事詩においては、富、血統、道徳、権力の間に強

い結びつきがみられ、社会経済的な境界が明確で

ある。ここでは、エリートと非エリートを表す語

彙として、アガトス（良い）、カコス（悪い）の

ような価値形容詞が頻出する。しかし、テオグニ

スの詩では、前 6世紀のメガラにおける階級闘争

や貿易による市民の経済力と政治参加の拡大によ

り、エリートの貧困化が進み、上記の富、血統、

権力の結びつきが崩壊した様子が窺える。さらに

古典期アテナイでは、コミュニケーションの形態

が、エリートの宴会という私的な場から、民衆に

向けた演説等の公的言説に変化したことにより、

貧困を不道徳や卑しさと結び付けるそれまでの言

説とは打って変わり、貧困を正当化するような言

説が中心となる。ここでは、道徳的資質を表す語

彙ではなく社会経済的な状態を表すペネテス（貧
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り、貧困の緩和は二次的な効果にすぎないという

注意点を挙げている。

これまでの章とは打って変わり、第 6章で E. 

ヘルマーは、哲学の観点から貧困を考察する。貧

困は古代ギリシアの哲学者にとって重要なテーマ

であったが、貧困に対する態度は様々であり、貧

しさを哲学思想の本質的な要素として評価する者

もいれば、理想の都市建設において障壁となるも

のとして批判する者もいた。本稿では、貧困に対

し肯定的な立場をとった哲学者として、ソクラテ

スとキュニコス派を取り上げ、比較する。著者は

両者の違いを 2点挙げる。第一に、貧困の意味合

いである。キュニコス派の哲学者たちは簡素な服

をまとい、杖と財布以外は何も持たず、物乞いに

よって生活するという過酷な貧困生活を採用し

た。彼らにとって、貧困とは最低限のものすら持

たない状態であり、ギリシア語でいうプトケイア

であった。一方、ソクラテスにとって貧困とは、

生活に必要なものを持っているが決して裕福で

はない状態、すなわちペニアであった。第二に、

キュニコス派は極度の貧困生活を、哲学に没頭し

真理に到達するための前提条件としているのに対

し、ソクラテスはあくまで哲学を極めた結果とし

て捉えている。キュニコス派はあらゆる争いや分

断が富の獲得への欲望に起因すると考え、金銭の

価値と政治制度の必要性を否定しており、自らの

思想と言動に一貫性を持たせるために極貧生活を

送る。しかし、ソクラテスは他者の徳と知恵を向

上させるため、対話に時間を費やしたことにより、

家計管理のための余暇がなくなり、財産を増やす

ことができなかったという。したがって、彼にとっ

て貧しさとは単に哲学の実践の帰結である。史学

や考古学のみならず哲学の視点を加えている点で

意義深いが、全体的に問題設定が曖昧であり新規

性に欠ける。

第 2部では古代ローマにおける貧困についての

論文が集められている。L. ウェブによる第 7章

では、元老院議員の家族という名誉ある身分であ

りながら貧困状態に置かれた女性たちに着目し、

彼女たちに対して元老院が援助を行った事例を取

り上げたうえで、地位や名声という象徴的資本と

ように経済的資本を欠いた人々にとって、その実

践は困難であった。例えば、この名誉コードには、

共同食事への参加や競技での勝利が含まれるが、

貧困層にとって共同食事の会費を支払うことや競

技の開催地まで移動し道具をそろえることは難し

かった。また、有力家門同士の結婚が一般的であっ

たため、多額の持参金をもつ女性と結婚し、困窮

から脱することも不可能であった。したがって、

経済的資本の不足により、共同食事や競技、結婚

を通じた人脈と名誉の獲得はより困難になる。こ

のことが、結果的には貧しい市民や元市民の富裕

なパトロンへの依存、ひいては経済的資本のみな

らず社会的資本の格差につながり悪循環が生まれ

ると指摘する。

I. ベルティによる第 5章では、犠牲式における

肉の分配が貧困の緩和にどの程度役立ったのかを

評価する。古代ギリシアの宗教と犠牲に関する研

究は数多く行われてきたが、貧困の緩和という視

点は不足していたため、意義のある研究である。

古代ギリシアでは、公的な祝祭から私的な饗宴に

至るまで、様々な場面で犠牲式が行われた。そこ

では、ウシやヤギなどの動物を焼いて神々に捧げ

た。ただし、神々に捧げられたのは骨や脂肪といっ

た食べるのに適さない部位であり、可食部は参加

者に分配された。犠牲獣を公費で購入していたこ

とから、国家による資源の再分配システムと捉

えられてきた。エルキアの聖暦を分析したM. H. 

ジェームソンによると、エルキアのデーモスでは

年に 20回ほど犠牲式が行われ、このデーモスに

住む市民は年間 1.71kgの肉を受け取ることがで

きたと考えられる。市民はポリスやデーモス、フ

ラトリア、宗教結社など複数の集団に所属し、そ

れぞれで行われる複数の犠牲式に参加する機会が

あった。犠牲式での肉の分配の他にも、十字路に

置かれたヘカテ神像への供物は貧者によって食さ

れ、栄養不足を改善する手段となりえた。しかし、

肉の分配を貧しい人々の救済と捉えるには限界が

ある。女性や在留外国人、奴隷は男性市民と同じ

ように肉の分配に与ることができなかったからで

ある。著者は、犠牲式での肉の分配が、慈善では

なく市民の団結を目的として形成された慣習であ
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ける貧困の修辞的な用法を分析する。キケロの弁

論では、貧困が人々を犯罪に駆り立てるという批

判的な記述と、質素な生活を送る人の徳の高さを

賞賛する肯定的な記述の両方がみられる。しかし、

このように統一性が欠如しているように見える言

説は、貧困を経済的資本と社会的資本の相互関係

において捉え、社会的資本の維持が最優先事項で

あることを示唆しているという点で一貫してい

る、というのが著者の主張である。例えば、社会

的資本を保った状態で一時的に経済的困窮に陥る

ことは容認されるが、経済的困窮の影響で社会的

資本をも喪失し、結果的にパトロンに依存して自

由を欠くようになると軽蔑の対象となる。エリー

トの視点から書かれた弁論を史料としているため

ある程度致し方ないが、もともと社会的資本を持

たなかった非エリートにとって貧困とはどのよう

なものだったのかはこの研究では不明なままであ

る。

第 10章では、E. ローワンが考古資料を活用し、

食生活の観点から貧困とは何かを論じる。単なる

食事量やカロリーの問題ではなく、自分が食べる

ものの選択や獲得を通じて社会参加の能力や地位

を反映する複雑な問題として、食における貧しさ

を文化的な観点から分析する。例えば、富裕者は

トリクリニウムと呼ばれる部屋で友人を招いて豪

華な晩餐会を開き、海上交易によってもたらされ

る多様な高級品をふるまった。反対に、貧者は狭

い部屋に住み、調理のためのスペースを持たない

ため、食事は露天商で済ませるのが一般的であっ

た。また、不作により価格が高騰しても食料を購

入する経済力を有した富裕層と比べ、安定した食

料の確保は貧困層にとって困難であった。このよ

うに、食事の量だけでなく、場所、質、安定性と

いった複数の要素によって、食生活の貧しさが決

まる。しかし、考古資料によると、貧困層に属す

るとみられる人骨から、彼らが遠隔地からもたら

されるものも含め多様な食糧を摂取しており、一

時的な栄養不足はあっても恒常的な飢餓状態では

なかったことが判明している。文献史料において

貧困層として同一視される集団の中にも、食の多

様性やアクセスの難易、安定性などの観点から、

経済的資本の間の矛盾について考察する。従来、

裕福な元老院家庭の女性の事例に多くの注目が集

まっていたため、本稿はその偏りを是正する点で

有意義なものである。共和政中期のローマでは、

公共奉仕や選挙運動、長期の遠征などにより、困

窮に陥る元老院議員も珍しくなかった。困窮した

元老院議員は、娘に十分な持参金を用意すること

ができなかった。そこで、元老院が父親に代わっ

て国庫から持参金を拠出する事例が前 3世紀から

前 2世紀にかけて 4つみられる。しかし、この持

参金は裕福な元老院議員家庭の娘に比べるとかな

り低い額であったと述べられており、元老院によ

る救済には限界があったと考えられる。また、持

参金支給の手続きや対象など、具体的な実施方法

について説明不足の点がみられる。

第 8章では、C. ローリンガーが共和政後期か

ら帝政初期にかけての貧困に対する意識と言説の

変化について論じる。共和政において、公職者は

選挙で選ばれ、政治的競争に打ち勝つためには公

共奉仕や賄賂など莫大な出費が必要であった。こ

れらの費用を賄うため、エリートたちは借金を強

いられるほど経済的に困窮した状態になること

もあったが、それでも地位や名声といった社会的

資本は維持したままであった。一方、帝政期に入

ると経済的資本を失ったエリートは社会的資本も

失うことになった。著者は、その背景に、財産の

欠如を道徳の欠落と結び付け、貧困を恥とする言

説の流布があったと指摘する。加えて、このよう

な言説の変化は、帝政初期に導入された元老院議

員の財政調査と、皇帝による貧しい元老院議員に

対する援助の導入に起因するものであると主張す

る。財政調査において一定の基準に満たなかった

場合、困窮の理由について納得のいく弁明ができ

なければ元老院から追放された。財政調査での弁

明や皇帝への援助嘆願において同胞に困窮の実情

を知られる場面ができたことで、貧困に対する耐

えがたい恥の意識が芽生えたというのである。帝

政期の言説は多く引用されているが、共和政期の

言説については説明が不足しており、言説の変化

のコントラストが明確でないように感じられる。

ウインクによる第 9章では、キケロの弁論にお
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域を射程に入れるとともに、考古学、哲学、文

学、宗教など多様な視点を導入し、序章において

各時代の研究動向も整理していることから、貧困

研究を始めるにあたって必ず手に取るべき良書で

ある。最後に、本書全体の課題を 3つ挙げ、書評

の結びとしたい。第一に、貧困に関する言説や思

想の分析を主軸とした論稿が多くみられ、貧者救

済の制度や貧困の実態に迫るものは少ない。古代

ローマでは皇帝や有力者による貧民への穀物配給

が行われ、また古代末期には施療院や孤児院が設

立され始めていたことを考慮すると、第 2部、第

3部においては制度や実態を論じる章がより多く

用意されることが望ましかった。第二に、乞食や

浮浪者、奴隷などの最貧困層については掘り下げ

られていない。真理追求のために質素倹約を選択

する哲学者や、富裕なエリートと比べて経済的資

本が不足しているが、深刻な貧困に陥っていると

はいえない貧しいエリート、法廷において裁判官

の同情を誘うために貧者を装う人々など、差し

迫った困窮状態にはない人々への言及にとどまっ

ているものが多い。第三に、貧困や非エリートか

ら富やエリートへと議論の焦点が移行している場

面が散見される。これらの課題はすべて史料の不

足という問題に帰結する。今日まで残されている

史料のほとんどは、労働する必要がなく、識字能

力をもつ有閑階級のエリートたちによって書かれ

たものである。したがって、これらの史料に現れ

る貧者はあくまでエリートの視点から描かれたも

のであり、貧困の実態を投影しているとはいえな

い。残された数少ない史料から、エリートの偏っ

た視点を取り除き、考古学の成果も取り入れなが

ら、いかに貧困の実態に迫ることができるかが貧

困研究における最大の課題であるといえよう。

（柄澤すず花）

貧しさの多様なグラデーションを垣間見ることが

できる。

第 3部で扱う古代末期は、キリスト教の流入に

より、貧者に関する言説や意味付けが変化し、慈

善活動が徐々に始まる時期であった。古代末期の

東ローマ帝国を分析した D. F. ケーナーの第 11章

によると、このような変容の中で、救う価値のあ

る貧者とそうでない者が明確に区別されるように

なり、教会による援助の受給資格を決定する際に

もその区別が適用された。生まれながらに貧しい

人々よりも、富裕層から没落し、貧困に陥ってい

る者を優先していたようである。東ローマ帝国で

は、貧困の定義において古代ギリシアと同様の語

彙を用いながらも、その意味に若干の違いがみら

れる点が興味深い。第 12章では、マチャドが貴

族から貧者への施しにおいて教会が果たした空間

的な役割の重要性を強調する。聖人伝には、困窮

者が集まる教会を訪れ、施しを行う貴族の姿が頻

繁に描かれる。自身の寛容さと敬虔さを示すため、

施しを必要とする貧者を探し求める中で、施しに

値する者とそうでない者の見分け方が共有されて

いったと指摘する。続く第 13章では、C. フルー

がエジプトの嘆願書を分析し、貧者がどの程度司

法にアクセスすることができたかを論じる。嘆願

書において「貧者」として登場する人物の多くは、

単に裁判官の同情を誘って裁判を有利に進めるた

めに貧者を自称しているのであり、実際は元老院

議員や土地所有者など比較的裕福な者ばかりで

あった。反対に、土地を持たない人々や賃金労働

者など、真に困窮している貧困層は、原告として

訴訟を提起することは稀であり、逃亡等の理由で

雇用主から訴えられることの方が多かった。著者

は、文書の作成が困難であったことなどから、貧

者にとって司法制度は利用しにくいものであった

と述べている。最後に、第 14章では J. オリヴェ

イラが、4世紀から 5世紀初頭の北アフリカに生

きた司教アウグスティヌスの言説について考察す

る。慈善を勧めるキリスト教の言説を利用し、貧

者自身が富裕者に施しを促すなど、貧者の主体性

や生存戦略の存在を指摘する。

以上のように、本書は広範囲にわたる時代・地
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の通り主に中華民国の視点から大陸反攻の展開を

時系列に沿って述べている。

序　章　大陸反攻と台湾

第１章　大陸反攻の起源とその展開

　　　　—1949～ 1957

第 2章　「蔣介石＝ダレス共同コミュニケ」と

大陸反攻—1957～ 1960

第 3章　「攻勢作戦」の限界と「攻守一体」へ

の転換—1961～ 1969

第 4章　ニクソンの対中接近と蔣経国への権力

移行—1969～ 1972

第 5章　「予想される対米断交」と蔣介石以後

の大陸反攻—1972～ 1978

第 6章　蔣経国の総統就任と米華相互防衛条約

の終了—1978～ 1983

第 7章　大陸政策の再定義と大陸反攻任務の解

除—1984～ 1991

終　章　台湾に在る中華民国政府の選択

序章では、問題意識の整理や、先行研究とその

課題の指摘、利用した史資料の紹介、論点と構成

の説明がなされている。第 1章および第 2章では、

先行研究における両岸政府の軍事的冒険を抑止し

たという評価とは異なり、1950年代の米華間諸

合意が、中華民国政府にとっては大陸反攻に向け

ての後ろ盾となったことを指摘している。第 3章

は本書の中心的な内容となる、1960年代の大規

模な反攻計画と反攻手段の方針転換について説明

している。ここでは、蒋経国の反攻作戦立案への

関与が「攻勢作戦」から「攻守一体」への転換の

タイミングであるとし、この転換が反攻の断念で

はなくより現実的な反攻計画継続の模索であった

ことを示している。第 4章および第 5章、第 6章

では、アメリカの対中接近および米華断交に伴い

反攻計画がいかに変容していったかを、蒋介石か

ら蒋経国への権力移行や、両岸の軍事バランスの

変化に伴って「台湾防衛」への組織変革を迫られ

たことなどを通じて説明している。第 7章では、

政治的自由化が進む蒋経国第二期および李登輝政

権への権力移行期において、依然それが国軍の任

五十嵐隆幸
『大陸反攻と台湾
中華民国による統一の構想と挫折』

名古屋大学出版会、2021 年 9 月刊、400 頁

ISBN 978-4-8158-1034-4

本書は、台湾の中華民国政府が「中国の再統一」

から「台湾の防衛」へと政策を変更するのに伴っ

て、国軍に与えられた大陸反攻という任務を変更

した経緯を、1949年から 91年という期間を対象

に、多くの外交史料や各国の档案を駆使して実証

的に再検証した、台湾政治史および東アジア外交

史・冷戦史研究上で非常に重要な研究である。

「大陸反攻」という語は書名にも含まれている

本書の主題であるが、これは中華民国政府の、大

陸奪還と中国再統一を目的とした軍事・外交政策

であり、国民党政府の台湾移転後に蒋介石・蒋経

国両政権下において継続して掲げられたスローガ

ンである。冷戦期を通じて、アメリカは中華人民

共和国の「台湾解放」とともに中華民国の「大陸

反攻」を抑止することによる台湾海峡の安定維持

を指向していた。また、この軍事方針は、米中国

交樹立及び米華断行などを経て「攻守一体」へ、

そして台湾が民主化し政権が交代する中で進んだ

中華民国の「台湾化」の中で「台湾防衛」へと変

化していった。このように、大陸反攻は既に台湾

および東アジアの国際関係において過去のものと

されている。

しかしこの方針がいつ放棄されたかについては

中華民国政府の公式見解においても明確にされて

おらず、著者は「はじめに」において、現在の両

岸関係を読み解くためには「大陸反攻」戦略から

「台湾防衛」へのシフトの転換点を明らかにする

必要性があると主張している。

そこで、本書では単なる政治的スローガン、お

よび「台湾化」に伴い消滅していくものとして扱

われていた「中国統一」とその現実的な手段とし

ての大陸反攻それ自体に着目し、戦後台湾政治史

および東アジア外交史・冷戦史を軍事的視座から

再考している。本書の構成は以下の通りで、先述



70 パブリック・ヒストリー

は、海峡情勢を安定化させたという意義を強調す

る従前の研究と異なり、これらの合意がむしろ中

華民国政府にとっては大陸反攻計画の後ろ盾とな

り、1960年代には中華民国政府内で計画実行が

本格的に検討されたことは注目に値する。さらに、

1970年代以降の米中接近と米華断行の過程につ

いては、先行研究では中台間の軍事バランスの変

化と断行後のアメリカによる武器売却にほとんど

の関心が向けられていたのに対して、著者は蒋経

国が大陸反攻戦略を堅持しながら国際情勢の実情

に対応していくことを模索し、その過程で大陸反

攻戦略が「攻勢作戦」から「攻守一体」、そして

実質的には「台湾防衛」へシフトしていったこと

を示している。

上記の指摘は、戦後国民党政権が台湾に移転し

て以降の「中華民国台湾化」が蒋親子期にストレー

トに進んだのではなく、依然国是としての「中国

統一」が実際的なものとして残っていたことを示

す意義を持つ。著者は、序章において「中華民国

台湾化」について「紛れもなく事実である」と述

べる一方で、続けて「中華民国政府の指導者たち

が情勢の変化に応じて『中国統一』に関する構想

を変容させ、大陸反攻を含む『中国統一』という

究極の国家目標を棚上げし、『台湾を統治する中

華民国』であることを受け入れる決断があった」

と結論を先取りしている。「中華民国台湾化」と

されている政治的展開が、時代が下るにつれて自

然的に進んだものでなく、歴代指導者の決断によ

り為されたものであることが、本書の第一義の主

張と言える。

以上、本書が台湾史と冷戦史・外交史の両面で

高い学術的意義を持つことを述べてきたが、本書

が新たな視座に立ち研究領域を拡張したからこ

そ、その視点から台湾史と冷戦史・外交史を見る

のであればさらに加えられる論点が存在すると評

者は考える。

本書の第 4章以降では、名目上は任務として大

陸反攻戦略が維持されていた一方、軍の実態は防

衛を想定するように変容していったことが示され

ている。これは一見先行研究の追認のように思え

るが、むしろそれにもかかわらずこの任務が解除

務として保たれていた大陸反攻がいかにして解除

されたかについて明らかにしている。終章ではこ

れまでの議論を総括した上で、1991年以後の台

湾の安全保障について概観している。

本書は、大陸反攻が 1960年代から 80年代にか

けて継続して国軍の任務と設定され、具体的に実

行が検討されてきたことを示すために、第一に戦

後に中華民国の指導者たちによって国家目標とし

て堅持された「中国統一」という国家目標と、中

国大陸奪還のための手段である大陸反攻との関係

に注目して軍事戦略の変遷について検証するこ

と、第二に「中国」の統一をめぐる二つの政府の

対立と、大陸反攻をめぐる米華関係を、中華民国

の視点から、「冷戦」の枠組みを越えて検証を進

めることを論点として提示し、それらの検証にお

いて蒋介石から蒋経国へと権力が継承されていく

過程を重視している。

第一の論点の画期性は、戦後台湾史の先行研究

において「中華民国台湾化」
(1)
の概念が多用され

る中で等閑に付されてきた「中国統一」の国是に

注目していることである。「中華民国台湾化」を

用いる台湾政治史研究の多くでは国民党政権が国

際関係の変化などに伴って台湾に土着していく中

で「中国統一」はあたかも自然消滅していくかの

ように扱われている。しかし、その過程での国内

の変動や外交の変化は必ずしも全て「台湾化」の

文脈の中に位置付けられるものではないことを著

者は示し、「武力による中国統一」が台湾での独

裁的な統治を正当化するための政治的なスローガ

ンではなく、蒋介石個人の死後も蒋経国や軍部に

よって引き継がれてきたため、名実ともに国民党

独裁政権の核心であったことを主張している。

第二の論点の画期性は、1960年代までについ

てはアメリカの外交政策によって抑止されてきた

ものとして、1970年代以降は米中国交正常化プ

ロセスの裏面史として描かれてきた「中国統一政

策」とその変更について、主体的な中華民国の立

場から再考していることである。著者の指摘する

ように、1950年代の 2度の台湾海峡危機の前後

に発表された米華相互防衛条約や「蔣介石＝ダレ

ス共同コミュニケ」といった米華間の公式合意
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とよばれた政権運営を行なった。このような「蒋・

陳体制」の下で、1950年代後半における陳誠は、

副総統兼行政院長として経済改革を含めた諸政策

を実行し、政治・軍事両面において高い指導力を

発揮した。しかし、1960年代に蒋介石の目指す

反攻計画が具体化してくると、陳誠は反攻実行の

ための国家経済総動員体制の構築を目指す中で、

その現実的な困難さに直面する過程で蒋介石との

対立を深めていき、最終的に 1963年 12月に反攻

計画立案は蒋経国に、行政院長職は厳家淦に交代

することになった。本論説は、1960年代の反攻

計画の経済的側面の補足のみならず、本書で重点

の置かれていない反攻計画をめぐる権力闘争的な

視座を補うものである。

加えて、台湾の経済発展という視座においても、

本書および米（2023）は新たな視点を提供してい

る。先行研究では、第 2章で扱われた 1958年の「蔣

介石＝ダレス共同コミュニケ」が「大陸反攻放棄

声明」として広まったことがアメリカからの援助

の繋ぎ止めとして機能するとともに中華民国政府

の関心を軍事から経済へと向かわせたという説明

が為されている
(6)
。しかし、その説明に対し著者

は、先述の通り中華民国にとって同コミュニケは

大陸反攻の後ろ盾と認識されたと反論している。

これを踏まえた米（2023）では 1960年から 63年

にかけて、陳誠による反攻計画のための総動員体

制構築が、同じく陳誠主導の経済建設と並行して

いたことや、アメリカが反攻のための総動員体制

に難色を示し経済援助の縮小を加速させたことを

示した上で、同時期に財政部長として援助の繋ぎ

止めに奔走した厳家淦がアメリカの示す借款を中

心とした援助体制を受け入れて行政院長に就任し

たことで、台湾経済の発展に向けた取り組みが進

んだとしている。台湾の経済発展に関わる政策を

見るにあたっても、中華民国の国是である「中国

統一」を無視することはできない。その上で、台

湾の国家財政が反攻計画から経済発展へと傾斜し

てゆく過程が多段的であることを両研究が示した

ことは、台湾経済史研究においても重要な意義を

持つ。

また、このような経済援助を含めた大陸反攻を

されなかったことを強調するものである。その理

由について、本書は蒋介石から蒋経国へ大陸反攻

戦略が継承されたことを挙げているが、第７章で

述べられているように蒋経国の指導下で行われた

軍政改革は容易には進まなかった。さらに、李登

輝政権下では蒋経国期から「軍事的ストロングマ

ン」としての立場を得ていた郝柏村が、反李登輝

勢力として存在感を発揮している
(2)
。以上のこと

から、国家権力が蒋介石から蒋経国へ、さらには

李登輝へ引き継がれる中で、国軍のイニシアチブ

が必ずしも彼ら指導者たちにとって無視できない

ものであったことが、大陸反攻戦略堅持に影響を

与えたのではないか。

元々中華民国の権威主義政権は、韓国やインド

ネシアなどのアメリカの支援を受けた諸政権と

異なり軍人が最高指導者となる軍事政権ではな

い
(3)
。また、蒋経国自身は軍人出身でなかったた

め軍からの支持基盤を持っておらず、1950年に

蒋介石の指示でソ連の政治将校制度に類似した国

防部総政治部主任に任命されたことでかろうじて

軍部への関与を持つとともに、1952年からは国

軍とは別系統の翼賛青年団である「中国青年反共

救国団」の主任として、本省人青年の体制への組

み込みを進めた
(4)
。また、第 3章で説明されてい

る通り、蒋経国の反攻計画への関与についても、

蒋介石が蒋経国の頭越しに参謀総長をはじめとし

た軍令系統へ指示し、軍政のみに権限が限られて

いた蒋経国は蒋介石へ方針転換を進言できていな

いことは本書でも言及されている。このような大

陸反攻計画における派閥政治的な対立と、その原

因としての中華民国特有の政軍関係に比重を置い

た説明は、本書においては重視されていない。

なお、中華民国における派閥政治と大陸反攻計

画の関係に関連して、米多は本書第 3章で扱われ

た 1961年から 63年にかけての大陸反攻計画につ

いて、経済的準備過程に着目して説明した論説（以

下、米（2023））を本書出版後に発表している
(5)
。

ここでは、特に本書で重視されなかった陳誠行

政院長から蒋経国への権力移行に注目している。

1954年以降、抗日戦争において経験豊富な陳誠

は蒋介石に次ぐ第二位の実力者として「反攻内閣」
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評者の指摘した課題は、本書の意義に疑問を呈

するものではなく、むしろ本書が拓いた台湾史研

究における展望の大きさを示すものである。本書

は、今後の戦後台湾史研究において、「台湾化」

の文脈に遡行する事例に注目することの重要性を

指摘している。コルキュフは 2004年に、従来と

今後の外省人の「本土化」が既に規定されたもの

であると主張したが、すぐさま一部の外省人から

強い批判を浴びた
(10)
ように、「外省人」、そして「中

華民国」としての実態は、大枠として「台湾人」

および「台湾」へ統合されつつあるように見えて

も、未だに台湾の彼方此方に残っている。

また、アメリカを中心とした国際関係という視

座においても、本書の指摘を反映すれば、先述の

通り外交政策が援助政策に与えた影響以上に、援

助政策が外交政策・軍事戦略に与えた影響にも注

目できる。加えて、本書が示した中華民国の視点

からの米華関係を踏まえて、もう一度アメリカの

対華政策を顧みれば、大陸反攻戦略への「台湾化」

の進展の影響をアメリカがどのように評価したか

という軸でも再考が可能だろう。

本書の示した論点から、様々な分野において新

たな研究が進むことを期待したい。

註

(1) 若林正丈が提唱した、事実上「台湾」のみを

統治する国家が、「正統中国」の体制を維持する

不条理を民主化と重なり合うように解消し、土着

化していくという分析概念。詳しくは、若林正丈

『台湾の政治―中華民国台湾化の戦後史』東京大

学出版会、2008年。

(2) 詳しくは、陳明通（若林正丈監訳）『台湾現

代政治と派閥主義』東洋経済新報社、1998年、

209–243頁。

(3) 尤も、戒厳令の発布によって地方行政・司法

に軍政が関与しているという点では軍事が政治と

完全に分離していたとは言い難い。陳、前掲書、

92–95頁。

(4) 陳、前掲書、129、132–133頁。

(5) 米多「中華民国による国家経済総動員計画の

試み（1961–1963年）」『日本台湾学会報』第 25号、

めぐるアメリカの動きは、戦後アメリカが形成し

た国際秩序における援助政策の重要性を示す。米

中接近以前のアメリカによる大陸反攻阻止は、ア

イゼンハワー政権期の外交的成果による抑止以上

に、ケネディ政権期において水面下での曖昧な交

渉で反攻作戦実施を先延ばしにさせたことや、軍

事・経済援助内容の変更によって現実的に作戦実

施が困難な状況を作ることにより成功したことを

本書は指摘している。少なくとも中華民国政府に

とっては、都合よく解釈できる余地を残した条約

や共同声明よりも、アメリカによる援助の変質の

方が、大陸反攻の実施を思い止まる要因となった

のである。冷戦構造下における国際援助の重要性

は以前から指摘されているところではあるが、援

助政策が同盟国をコントロールする手段として使

用されたことは、アメリカの援助国としての性質

を強調するものである。

加えて台湾社会史的に見るならば、本書が示し

た大陸反攻戦略の実態としての継続は、外省人の

エスニシティに対しても新たな視点をもたらすだ

ろう。本省人から見た遷占者としての外省人では

なく、ディアスポラとしての外省人として見た場

合、政府が故郷への帰還を国是とし続けたことは、

彼らのアイデンティティの再構築にいかなる影響

を与えたのか。眷村
(7)
を基盤とした、軍組織と密

接に結びついた外省人コミュニティにおいて、大

陸反攻という概念は何を意味したのか。ステファ

ン・コルキュフは、外省人の「本土化（＝台湾

化）」を論じる中で、蒋介石に対する個人崇拝の

感情と共に、大陸へ帰郷させるという約束を果た

さなかったことへの怒りという相反した感情を抱

える外省人について取り上げた
(8)
。実際に大陸反

攻が実行されないことに対する苛立ちは、大陸反

攻を支持しないアメリカに対する怒りとして噴出

し、1957年の米国大使館での暴動という形で現

れている
(9)
。このような外省人の感情が存在し続

けることに対し蒋介石および蒋経国の政策はどの

ような影響を与え、反対に外省人の感情は指導者

の政策に対しどのような影響を与えたのかという

点について、本書の取り上げた内容は、さらに拡

張して論じることが可能であろう。
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は、1940年以降のイギリス外交の主軸は英仏関

係から英米関係へと転換したとされている。確か

に、戦後のイギリス外交を俯瞰すると北大西洋条

約機構（North Atlantic Treaty Organization：NATO）

の発足やスエズ危機後の英米関係の修復、また、

スターマー（Sir Keir Starmer）英首相がバイデン（Joe 

Biden）米大統領と初会談した際の発言のように

英米の「特別な関係（Special Relationship）」
(2)
を軸

に外交政策を展開していることがわかる。加えて、

ナチス・ドイツを敗北させた三大国の一員であり

ながら、イギリスは米ソに比べて圧倒的に弱体化

していた。それゆえ、西側諸国の盟主であるアメ

リカの影響力は、世界全体に及んだ。にもかかわ

らず、なぜアメリカ政府とときに対立してまでイ

ギリスはフランスの再興を推し進めたのか。また、

戦後のヨーロッパ国際秩序においてなぜイギリス

が主導権を発揮できたのか。本書は従来あまり焦

点の当たらなかった第二次世界大戦期におけるイ

ギリスの対「フランス」政策を分析した成果であ

る。

本書の全体構成は以下のようになっている。

序　章　イギリスと戦後ヨーロッパ

第 1章　フランスの崩壊とイギリス外交の転

換、1940年

第 2章　対「フランス」政策をめぐるチャーチ

ルと外務省の対立、1940年

第 3章　外務省における対「フランス」政策の

転換、1941年

第 4章　対「フランス」政策をめぐるアメリカ

との対立、1941～ 1943年

第 5章　フランスの再興へ向けたイギリス外

交、1943～ 1945年

終　章　大陸と大西洋のはざまで

第 1章（pp. 35–67）では、1939年 9月のナチス・

ドイツによるポーランド侵攻から 1940年 6月の

ペタン（Philipe Pétain）元帥率いるヴィシー政府

樹立の時期を扱っている。第二次世界大戦勃発の

際、英仏両政府（特に英外務省を中心とした）は「恒

久的な提携（Perpetual Association）」構想（p. 40）

2023年。

(6) 吹戸真実「二つの海峡危機の狭間におけるア

メリカ合衆国の台湾政策―台湾の『経済的自立』

をめぐるアイゼンハワー政権内の議論に着目し

て」『アカデミア』社会科学編 9号、2015年；石

川誠人「『中国』規模の軍隊組織と台湾規模の財

政の相克」『問題と研究』第 41巻 2号、2012年など。

(7) 外省人軍人と人民が、軍営や学校の周囲に

形成した集落。「台湾特有の『眷村』文化」中

華 民 国 文 化 部　https://www.moc.gov.tw/jp/News_

Content2.aspx?n=347&s=13635　（2024年 9月 20日

閲覧）

(8) ステファン・コルキュフ（上水流久彦、西村

一之訳）『台湾外省人の現在―変容する国家とそ

のアイデンティティ』風響社、2008年、77頁。

(9) 詳しくは、八木孝憲「1957 年の台湾暴動と米

台関係―外省人の不満をめぐるアイゼンハワー政

権の対応を中心に」『社会システム研究』23号、

2020年。

(10) 上水流久彦「台湾の本土化後にみる外省人意

識」沼崎一郎、佐藤幸人編『交錯する台湾社会』

アジア経済研究所、2012年、141頁。

（河井紀一郎）

中村優介
『イギリスの戦後ヨーロッパ構想とフラ
ンスの再興
大陸と大西洋のはざまで』

慶応義塾大学出版会、2023 年 7 月、312 頁

ISBN 978-4-7664-2904-6

Ⅰ

本著は、第二次世界大戦期イギリス外交につい

て、対「フランス」政策に焦点を当て、論じた学

術書である。フランスは 1940年 6月に崩壊した

にもかかわらず、1945年には戦後国際秩序にお

いて重要な役割を担うようになった。そのような

フランスの再興において著者は、重要な役割を

果たしたのがイギリスであったと主張している。

この時期におけるイギリス外交史の先行研究
(1)
で
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シー政府に対しては強硬な態度をとり、自由フラ

ンスを全面的に支援する」（p.179）こととなった。

第 4章（pp. 189–230）は、1941年末から 1943

年において自由フランスを低評価していたアメリ

カ政府と、戦後国際秩序においてド・ゴール率い

る自由フランスに新たなフランス政府の組織を担

わせたいイーデン率いる英外務省の対立を描いて

いる。41年 12月にサン・ピエール島とミクロン

島事件で英米両政府は対「フランス」政策をめ

ぐって対立した。また、42年中頃からイーデン

やジェブ（Gladwyn Jebb）を中心とした英外務省

は、自由フランスに戦後国際秩序における重要な

役割を担わせるという構想を検討していた。しか

し、同年 11月に連合軍が北アフリカ上陸作戦を

決行すると、ヴィシー政府の要人であったダルラ

ン（François Darlan）と取引をした米政府に、ド・

ゴール率いる自由フランスは反発した。アメリカ

政府と、ふたつの「フランス」のはざまでイギリ

ス政府は打つ手がなかったが、ダルランが暗殺さ

れたことで危機を免れた。

第 5章（pp. 231–266）は、1943年 6月にフラ

ンス国民解放委員会が組織された時期から 1945

年連合国管理理事会にフランスが参加する時期

を描く。英米両政府、とりわけローズヴェルト

（Franklin Roosevelt）米大統領は、同委員会を承認

しつつも、自由フランスに新たな仏政府の組織を

主導させることに抑制的であった。またアメリカ

政府のみならず、ソ連政府も同様にフランスの再

興に対して否定的な見解を示した。それゆえ、44

年 6月に連合国軍はノルマンディー上陸作戦を決

行したのち、同年 10月に同委員会がフランス共

和国臨時政府へ改組された後も、米ソ両政府の評

価は低かった。45年 2月、英米ソ三大国は仏臨

時政府の国際連合常任理事国入りに合意したが、

戦後のドイツの占領に関する連合国管理委員会へ

の同臨時政府の参加にアメリカ・ソ連両政府は反

対した。しかし、チャーチルとイーデンは両国政

府に対して虎のように戦って最終的に米ソ両政府

の説得に成功し、フランス共和国臨時政府を同管

理委員会に参加させた。

終章（pp. 267–275）において、イーデン率いる

を考えていた。その構想は、戦時中の両国の軍事

的な提携のみならず、戦後の軍事的な提携や、さ

らに財政や貿易、経済などあらゆる分野において

イギリスがフランスと恒久的に提携することを模

索していた。しかし、ナチス・ドイツによる西部

戦線への侵攻、ペタン元帥率いるヴィシー政府の

誕生によって英仏両政府内で議論していた「恒久

的な提携」構想は頓挫してしまった。フランスが

ドイツに降伏した結果、イギリスは対米協調を重

視するようになり、英仏の協調関係は急速に瓦解

した。

第 2章（pp. 69–141）は、ヴィシー政府とド・ゴー

ル（Charles de Gaulle）を中心とする自由フランス

とに分裂した「2つのフランス」
(3)
の誕生から仏

領西アフリカのダカール襲撃作戦前後を扱ってい

る。フランスの崩壊によってイギリス外務省にお

ける対「フランス」政策は一時的に迷走していた。

そうした中、チャーチル（Winston Churchill）英

首相は、当初からド・ゴールを政治的指導者とし

て高く評価していた。それゆえ、ド・ゴール率い

る自由フランスの政治基盤を拡大するため、彼は

ダカール襲撃作戦を主導したが、この作戦は失敗

に終わった。一方、ヴィシー政府の対ドイツ・イ

タリア接近を防ぐため、ハリファックス（Edward 

Halifax）外相率いる英外務省はヴィシー政府との

宥和を主張した。1941年春まで英政府は、自由

フランスを支援する一方、ヴィシー政府とも非公

式の関係を維持する対「フランス」政策を展開し

た。

第 3章（pp. 143–188）は 1940年 12月、駐米大

使にハリファックスが就任し、後任として反宥和

主義者のイーデン（Anthony Eden）が外相に就任

した時期から、英外務省における対「フランス」

政策が転換した 1941年ごろまでを分析している。

ヴィシー政府が仏委任統治領シリアで露骨な対独

協力をおこなったことで、イギリス・自由フラン

スの連合軍は 41年 6月に同地に軍事侵攻をおこ

なった。シリア・レバノンにおける休戦協定では、

チャーチルとド・ゴールが対立したことで、両者

の関係は悪化した。他方、仏領内で自由フランス

の支持が拡大している報告を受け、「外務省はヴィ
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パの安定のためにはアメリカの半永久的な関与が

必要と考えながらも、ヨーロッパ秩序再建におい

て主導権を握るのはイギリス政府であると考えて

いた。そうした国際関係にイギリスを位置付けて、

詳細に分析している点も本書の特色である。

他方で、第二次世界大戦期イギリスの対「フラ

ンス」政策に焦点を当てた本書は、主に 1940年

から 43年を対象としている。しかしながら、43

年以後の対「フランス」政策に関する記述が薄い

と評者は感じる。国際連合安全保障理事会の常任

理事国にフランスが入った過程や、フランスが参

加できるようにイギリス政府が尽力した過程は、

より詳細な説明が必要であろう。アメリカ・ソ連

両政府の意に反しても、イギリス政府が「フラン

スの再興」を重要視したことがよりはっきりと捉

えられるだろう。

最後に、評者の関心からさらに 1点指摘したい。

それは「帝国」としてのイギリスである。イギリ

スの対「フランス」政策を分析した本書は、イギ

リス政府内での戦後国際秩序についての議論、と

りわけヨーロッパ大陸の国際秩序の問題に焦点を

当てている。こうした叙述は西洋中心的であるこ

とは否めない。第二次世界大戦においてもイギリ

スは弱体化しながらも帝国として存在しており、

ドミニオン諸国や英領植民地の存在も見逃すこと

はできない。しかしながら、本書の視野はあくま

でイギリス本国政府を中心とした議論を描いてい

る。帝国全体を包括して叙述することで、イギリ

ス帝国にとって対「フランス」政策の重要性への

理解がさらに深まるだろう。

また、戦時中の中東をめぐる英仏関係も見過ご

すことができない。中東のシリア・レバノンをめ

ぐる権益で、チャーチルとド・ゴールは対立して

いたと先行研究は主張している
(4)
。こうした対立

の中、著者はイギリス外務省の自由フランスに対

する政策が転換した契機であったと主張してい

る。同地域におけるヴィシー政府との休戦協定な

らびに秘密協定で、チャーチルとド・ゴールが対

立している中、イーデン率いるイギリス外務省

は、両者の対立を仲裁した。本書はあくまでイギ

リスの対フランス本国の政策に重きを置いている

英外務省が、自由フランスに新たなフランス政府

の組織を主導させ、フランスに戦後国際秩序にお

いて重要な役割を担わせる構想を主導したと著者

は主張する。最後に、著者は「大陸と大西洋のは

ざまでイギリス政府が行った外交努力は、戦後世

界においてイギリス、アメリカ、フランスの三か

国の間で協調関係が築かれる萌芽となった」と締

めくくる（p. 274）。

Ⅱ

まず、本書の最大の特徴は、第二次世界大戦期

イギリス外交における対「フランス」政策を中心

に論じている点である。この時期を扱った先行研

究では、1940年以降、イギリス外交の主軸は英

仏関係から英米関係に転換したと主張されてい

る。しかし、著者は戦時下において英米関係がイ

ギリス外交の最も重要な目的の一つとなったとは

いえ、イギリスが戦後国際秩序を構想するうえで、

フランスの存在は必要不可欠であったと主張して

いる。戦争終了後、アメリカは可能な限り早期に

地上兵力をヨーロッパ大陸から本国に帰還させる

と主張していた。加えて、伝統的に限られた陸軍

力しか保持していないイギリスは、欧州大陸にお

けるフランスのプレゼンスがなければ「力の真空」

が生じてしまうと考えていた。それゆえ戦後ヨー

ロッパ国際秩序を形成するうえで、イギリスには、

フランスの再興が不可欠であった。本書は、外務

省を中心としたイギリス政府を中心にそのような

戦後国際秩序構想の実現を模索していたことを明

らかにする内容となっている。

また、イギリスは、アメリカ・ソ連に比べて圧

倒的に弱体化していたが、主導権を発揮して戦後

国際秩序の形成に対して大きな影響を及ぼしたこ

とは、すでに複数の先行研究で指摘されてきた。

他方で、外務省を中心としたイギリス政府が「フ

ランスの再興」に尽力することが、戦後国際秩序

の構想とといかに関連していたかは十分に検討さ

れてきたとは言い難い。ドイツの軍事的な再興の

脅威、そして戦後世界で展開した東西冷戦におけ

るソヴィエト連邦を中心とした共産主義勢力の脅

威に対抗するために、イギリスは「大国フランス」

のパワーを必要とした。イギリスは、戦後ヨーロッ
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察される。

著者であるボートライトは現在デューク大学の

名誉教授である。古代ローマ帝国の社会史・女性

史をフィールドとする研究者であり、特に女性史

分野において本書をはじめとした多角的な視点か

らの研究を行ってきた。

本書においてとくに強調されるのは、皇帝一族

の女性たちの立場を明確にする困難さとその必要

性である。皇帝一族の女性たちに与えられた称号

は、たいてい曖昧であり、肖像から個人を特定す

るのも難しい。皇帝一族の女性たちの立場を明確

にすることは、多くの場合、困難である。しかし、

元首政期の彼女たちの活動は、帝政ローマ史全体

に大きな影響を与えていた。皇帝一族の女性たち

は、それ自体、興味を引く対象ではあるが、それ

ばかりでなく、帝政ローマの統治機能を再構成す

るうえでも重要な対象である。

本書が対象とする時期は、紀元前 30年代に元

首政の基礎が創始されてから、アレクサンデル・

セウェルスの死亡に伴い、セウェルス朝が滅亡す

るまでである。この期間にはユリウス・クラウディ

ウス朝、フラウィウス朝、ネルウァ＝アントニヌ

ス朝（五賢帝）、セウェルス朝の 4つの王朝が含

まれ、著者はこれらの王朝を運営した皇帝家に所

属する女性たちを議論の対象として扱う。本書は、

法、宗教、軍事などそれぞれのトピックに一つの

章を割り当て、皇帝一族の女性たちが皇帝に行使

した影響力を、各章それぞれの観点から論じてい

る。事例から読み取れる彼女たちがローマ社会、

文化などに与えた影響を、多角的な視点から考察

したうえで、より広い社会的、文化的な背景のな

かで理解することができる。

本書の章立ては以下のとおりである。

序章

第 1章　ローマの皇帝家の女性とローマの皇帝

権力

第 2章　皇帝家女性の犯罪と刑罰

第 3章　皇帝家内部における女性

第 4章　貨幣とローマの祭祀における皇帝家女

性

ため、「帝国」の視座を加えることでより当時の

文脈を踏まえたものになるだろう。

第二次世界大戦期にイギリスは、戦後国際秩序

において「フランスの再興」の重要性をアメリカ

に説くための外交を行った。外務省を中心とした

イギリス政府は、最重要の同盟国であるアメリカ

政府と対立しつつも、ヨーロッパの秩序へのアメ

リカの関与を引き出すことにも成功した。対アメ

リカ外交の陰に隠れ、従来あまり焦点の当たらな

かった第二次世界大戦期におけるイギリスの対フ

ランス外交政策を詳細に分析した本書は、近年の

イギリス外交史研究に多大な貢献をした学術書で

あると評者は考える。
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本書は、ローマ帝国における元首政システムを、

皇帝の近親者であった女性や婚姻関係にあった女

性に着目して論じるものである。彼女たちが一族

のなかで果たす役割や、彼女たちに関する宗教実

践と関連づけて、帝国の政治決定との関わりが考
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権を保持していたとするには根拠が薄弱であると

結論づけ、タキトゥスの叙述にいささかの誇張が

あったことを示唆している。

第２章では、皇帝の妻や母親、その他の皇帝家

の女性が罪を犯した場合に裁きを免れるなどの法

的特権を、元首政がもたらしていたか否かという

問いを中心に議論が展開される。ユリウス・クラ

ウディウス朝の皇帝家には処断された女性が多く

存在する。本章は、その処断例を分析対象として

いる。とりわけ、姦通罪の適用が多いことに焦点

を当て、皇帝家の女性にとっての婚姻の位置付け

の変化にも言及している。元首政という体制が安

定するにつれて、皇帝家の婚姻は、より神聖化さ

れ、離婚や再婚は、消極的な印象を持つものへと

変化していった。そのため皇帝家のイメージ戦略

上、皇帝家の女性は姦通罪において他の女性たち

よりも厳しく断罪される可能性があった。この点

に留意して、どのような局面においても、彼女た

ちが他より厳しく裁かれることがあるとしつつ、

特権的に罪を免れることもない点を強調した著者

は、総合的に見て彼女たちが法的な特権を持たな

い立場に置かれていたと結論づけた。

第３章では、前章で妻としての位置付けと婚姻

に触れたことをうけて、皇帝家の女性がもつ母と

しての立場に焦点が当たる。五賢帝の一人である

マルクス・アウレリウス・アントニヌスの妻、小

ファウスティナは、父がアントニウス・ピウスで

あり、夫との婚姻関係が発生する前から皇帝家に

属していた。彼女は、権力継承の過程で重要な位

置を占めると目されていたが、記録を詳細に調査

すると、皇帝家であっても、婚姻前の女性個人が

政治的影響力を持つ難しさが浮き彫りになる。小

ファウスティナの例を踏まえて、皇帝の母、ある

いは皇帝位継承者の母という立場の女性が、どの

程度非公式な政治的影響力を持ったのかが第 3章

の主題となる。著者は、皇帝家における母として

の女性は、皇帝家、ひいては元首政を維持する機

能上の要であったと位置付けている。その一方で、

彼女たちが直接的に政治を動かし、公的な場で個

別の影響力を持つことは、皆無に等しかったと結

論づける。

第 5章　ローマ都市における皇帝家の女性像

第 6章　モデルと模範：皇帝家の女性の彫像

第 7章　国外、そして軍における皇帝家の女性

第 8章　結論：主体性と制約

以下、章ごとに主題と結論を概観したい。

第 1章の目的は、皇帝家の女性が、私的あるい

は制度的に、ないしはその両方において、力を持

ちえたのか、持ちえたならば、それがどのような

ものであったかを評価することにある。そのため、

とくに法的な側面に着目し、皇帝家の女性たち

が、法や慣習の境界を越えて特権を保持していた

と考えうる根拠の有無について論じている。この

章の大部分は、60年以上にわたって皇帝―最初

は夫のアウグストゥス、次に息子のティベリウス

―の隣で過ごした女性であるリウィアの事例を中

心に、展開する。同時代の著述家であるタキトゥ

スの叙述では、リウィアの「権力」が強調される

が、それが何であるか、どのように彼女がそれを

獲得したかについては詳述されていない。そのこ

とから、これらの叙述が事実に近い実態を書いて

いたのか、誇張であったのかについては議論がな

されるところである。しかし、帝政の成立基盤を

分析するうえでそのような「権力」の実態を明ら

かにすることは不可欠である。

彼女たちに付与された権限や特権のうち、いく

つかが元老院による投票で承認されたことは碑文

などからも確認されている。しかし、ローマの他

のエリート（貴族）女性と根本的に異なるような

権限や特権が、元老院議員による投票で公式に承

認された例はない。さらに、アウグストゥスの姉

にあたりアントニウスの妻であったオクタウィア

とリウィアに与えられたいくつかの特別な権利は

彼女たちの死後に廃止され、以後の女性たちには

与えられなかった。加えて、野心家でネロを帝位

につけることで権力を振るった小アグリッピナで

さえ制度上の特権は持っていなかった。これらの

ことから著者は、元首の家の女性は伝統的な美徳

を求められ、少なくともアウグストゥスの支配下

では陰の存在であり続けたと主張する。すなわち

皇帝家の女性たちが従来の法を越えるレベルの特
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的な露出を、前例なき事件として取り上げている。

とはいえ著者は、ローマ市外に目を向ければ、ト

ライアヌスの妻プロティナが養子のハドリアヌス

の治世になってから交わしたとみられる書簡碑文

が残っている点にも留意している。書簡は、プロ

ティナが東方の哲学分野に関する小規模な学校へ

の支援を進言する内容で、その進言が受け容れら

れたことも窺い知ることができる。このように、

市外においてプロティナが皇帝の財産を動かす影

響力を持ち得た点に触れつつも、ローマ市内にお

いては、女性が皇帝家の中でもつ役割は、全て家

の中の範囲を出ないものであったと著者は述べて

いる。また、彼女たちが個人として名を広めるの

は、多くの場合、亡くなってからであり、筆者は、

皇帝家の女性の公的な活動を消極的に評価してい

る。

第６章では、前章まで論じられていた皇帝家の

女性の公的なイメージについて、ローマ市内に存

在した皇帝家の女性たちを模った彫像を起点とし

て考察する。元首政という政体にとって、皇帝家

のイメージ戦略が重要であったこと、その中で女

性たちの役割が不可欠であったことが、改めて

強調される。事例を挙げる中で、高さ 2mを超え

る小アグリッピーナ像の頭部に施された改変歴

が、復元画像とともに詳細に分析される点は、と

くに興味を引く。小アグリッピーナ像の髪や顔の

造形は、皇帝の妻から皇帝の母へと印象を変更す

るために改変されていた。その他の彫像について

も、顔の再造形の事案を調査したうえで、それぞ

れの彫像が特定の女性個人の似姿としての機能よ

りも、皇帝に対しての立場や属性を反映した象徴

としての機能を強く持っていたと、著者は考察し

ている。また、神格化された皇帝像は存在するが

女性のそれが存在しない点から、神聖な機能では

なく、より人間に近い、人格的なイメージや象徴

性を市民らに印象付けるための彫像であったとす

る。すなわち、あくまで市民から見た理想的な人

物像にすぎず、誰か一人を特定する目的はなかっ

たものとし、皇帝から独立した一個人としての像

とは言い難いものであると位置付けた。

直前の３つの章が都市ローマを主題としたのに

第４章は、出土した物質的な史料としての硬貨

に目を向けている。以降２つの章はタキトゥスら

の著述よりも、出土物などから公的イメージを明

らかにすることを試みている。この章では著者は

硬貨を、皇帝家の女性に関する史料であると同時

に、ローマの公共宗教や宗教文化と皇帝家の女性

たちの繋がりを明らかにする史料であると位置付

けている。分析の中心として扱う硬貨は、ユリウ

ス・クラウディウス朝中期以降のものが多数を占

める。とくに、皇帝の妹たちが抽象化されて女神

として描かれた事例、皇帝とその母が同じ面に向

かい合うように刻印された事例が、鮮明な図像と

ともに論じられる。著者は、描かれた女性の中に

死後神格化された人物がいることを指摘する。彼

女たちは、多かれ少なかれ神聖視され、女性的美

徳の象徴とみなされていた。硬貨のなかに鋳造さ

れ、崇拝対象であった事実から、彼女たちの高貴

さを読み取ることができよう。それは、プリンケ

プスたる皇帝自身のカリスマ性向上につながっ

た。この点で、女性たちは、皇帝の威信、皇帝家

の権威を高める存在であり、帝政の基盤であった。

また、ローマ市外に目を向ければ、皇帝家の女性

は、儀式的実践を伴うかたちでも崇拝されていた。

帝国各地で皇帝家の女性たちを崇拝する巫女とい

う役職が発生したことが碑文から明らかになって

いる。この種の崇拝は、地域社会の構造や生活に

一定の影響を与えたものと推測される。一方で、

皇帝家の女性たちは、全員が皇帝家や「神」の家

と結びついていたにもかかわらず、ローマの宗教

から周縁化されたままであった。これは、ローマ

の社会生活では、他の分野と同様のことであった。

第５章では、皇帝家の女性の公的な活動を可

視化するべく、出土史料の有無に焦点を当てて

論じている。前章が硬貨を扱っていたのに対し

て、この章では碑文の中に登場する女性たちの描

写を扱っている。ローマ市内を対象に分析を行う

と、皇帝家の女性の公的知名度が、実際は限定的

であったことが窺える。碑文で扱われる内容のほ

とんどは、アウグストゥスの妻リウィアとクラウ

ディウスの妻小アグリッピーナについてであっ

た。また、タキトゥスは、小アグリッピーナの公
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であると著者は考える。ただし、これは皇帝家の

女性の影響力を全て否定したものではなく、家庭

内での発言権やイメージ戦略における影響力の大

きさについては、一貫して重要視されている。著

者は、公的な影響力に否定的である一方で、皇帝

家という家族内での女性の立場の重要性について

は、元首政創始から時を経るごとに増したと主張

する。さらに、元首政の基盤との関連性が示唆さ

れている注目すべき点であると指摘する。また、

彼女たちが影響力を持つことに対する市民の抵抗

感などからくる制約は、ローマ市外では市内ほど

強力ではなかった。属州の方が名望家層女性の公

的露出が顕著であることとの関連も、本書の考察

の範囲に含まれる。全体として、皇帝家の女性が

影響力を持ちうる局面を示しつつ、元首政のあり

方とのつながりを示唆しているものの、彼女たち

の政治的権力保持について抑制的な結論であると

いえる。

また、本書は付録項目が３つつけられている。

付録１は皇帝家に属し、本書で取り上げた女性の

フルネーム、生没年及び生涯に関する簡潔な記録

情報を豊富に載せている。付録 2として、各章で

焦点を当てたユリウス＝クラウディウス朝からセ

ウェルス朝までの 4つの王朝の系図を記載してい

る。付録 3には、神聖化された皇帝家の女性の年

代別リストがまとめられている。それぞれの祭祀

実践に関する文献リストも付記される。

ローマの元首政に関する歴史記録の中では時に

大きな政治的発言権を持ち、国家運営に強く携わ

る女性が描かれる。しかし、これらを出土史料な

どから立証し評価することは困難とされてきた。

また、そのような人物以外の皇帝家に属した女性

の記録は顕著に少なく、評価は両極端であるとい

える。位置付けの難しい中で著者は複数のトピッ

クと豊富な背景情報、史料からこれらを分析する

ことで再評価を試みている。本書では一貫して、

直接的な影響力は皇帝一族のなかに限定されたと

主張している。しかし著者は、政体を支える文化

やイメージ戦略の観点を導入することで、女性た

ちの影響力が、社会にひろく及んでいた点を具体

的に示している。この点に関して本書の果たす役

対し、第７章は、都市ローマの外での皇帝家の女

性の記録等に焦点を当てる。夫および息子である

皇帝に同伴して、属州の軍団駐屯地などに赴くこ

との意義やそれが与える影響について、主にセ

ウェルス朝の女性たちを取り上げて考察した。著

者は、このテーマについてはとくに史料が乏しい

点を章の冒頭で強調し、注意を促している。元首

政開始時から時代を経るに連れて、戦時でなくと

も元首政 /帝政の発展とともに皇帝家の女性たち

の旅が盛んになった。そのため、史料が乏しいな

がらも、それらは考察対象として重要性を有して

いる。旅が盛んになった理由として著者は、皇帝

家全体の重要性が増し、皇帝が自ら地方や軍隊を

視察する必要性が高まったことを挙げている。ま

た、皇帝家の女性たちが都市ローマの外で滞在す

る時に、軍団長の妻らと集まって時間を過ごして

いたことが史料に書き残されている点についても

著者は注目している。それを踏まえ、軍団駐屯地

へ赴く皇帝に随伴した女性たちが、その地におい

て女性からなるコミュニティを形成し、そのコ

ミュニティを活性化する機能を果たしていたこと

も述べられている。また、セウェルス朝時代以降

に見られる「軍団の母 /mater castrorum」の尊称か

ら、軍事に直接的な影響を持ったとは考えにくい

ものの、将軍の妻としての重要な役割があったこ

とも示唆し、軍団内の女手として妻の務めを遂行

する象徴となっていた可能性に触れた。以上のよ

うに、軍事施設において女性が特定の役割を果た

すことを期待されていた可能性を示した一方で、

シリアの軍団や近衛兵と謀議し、ヘリオガバルス

帝即位のためのクーデターを主導したユリア・ソ

エミアスなど、軍事に直接的に関わった可能性が

高い事例については、特殊な例外として扱ってい

る。

著者は以上のように、空間的にも時間的にも広

くテーマを設定したうえで、どの局面においても

皇帝家の女性たちは基本的に政治への発言権や直

接的影響力を持たなかったと、第８章にて結論を

まとめる。同時代の著述家の記述などには、リウィ

アやアグリッピーナのように、影響力のある逸話

を持つ女性が登場するが、その多くが特殊な事例
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格な裁きと関連していたと断言することはできな

いと考えられる。また、離婚した例として挙がっ

たそれぞれの皇帝の妻の家格や立場、それによる

市民からの知名度などの背景情報にも注目したう

えでの考察を提案したい。

小さな懸念点への指摘は試みたものの、やはり

上層家庭の女性や皇帝家の女性に焦点を当てたう

えでローマの政体や文化といった大きな視座との

関連づけを試みた点は、これまでの研究を取りま

とめる役割を大いに果たしていると考えることが

できる。本書は皇帝家の女性というトピックでな

されてきた議論を位置づけなおす非常に重要な研

究である。

（沢井奏子）

新刊紹介

安井倫子
『分断に抗う壁画
アートが育てるアメリカのコミュニティ』

明石書店、2024 年 9 月刊、208 頁

ISBN 978-4-7503-5809-3、3000 円 + 税

「分断に抗う壁画」とは、どういうことなのか。

表紙に目を向けると、一瞬写真とも思われる少女

の壁画とタイトルの力強さに引き込まれる。本書

は、アメリカ現代史、公民権運動史を専門とする

著者が長年にわたってアメリカのフィラデルフィ

アを中心に、壁画が描かれているコミュニティへ

と足を運び、差別に抗い、差別とたたかうアート

とその制作に関わった人々に焦点をあてた作品で

ある。随所に掲載されている壁画の写真の多くは、

著者が撮影したものである。著者が壁画を見つめ、

その意味とコミュニティの背景を探究してきたこ

とがうかがえる。本書の内容を述べるために、ま

ずはその構成を提示しておく。

序言　差別に抗い、差別とたたかうアート

（藤川隆男）

はじめに

割の重要性は非常に高い。

一方、指摘すべき点として、各章において取り

上げられる事例の中で、例外及び特殊例として処

理されたものが多い点を挙げたい。前述の通り歴

史記録の中では時に大きな政治的発言権を持ち、

国家運営に強く携わる女性が描かれており、と

くに元首政期を生きたタキトゥスやカッシウス・

ディオ、スエトニウスにそのような記述は豊富で

ある。本書では資料上の著述として紹介された内

容の多くが特殊な例や、誇大化されたものとして

の指摘を受けている。しかし、それらの記述の背

景情報や真偽、妥当性について議論した研究は本

書以前に複数あり、この大部分を否定して全てを

例外として処理する手法は、皇帝家の女性の影響

力を評価するにあたって消極的であると言わざる

を得ない。

また、第２章における事例比較ではユリウス＝

クラウディウス朝初期における離婚と、その後期

以降の離婚に対する評価の差に触れている。その

際に著者は、初期には一族が安定せず、後継者が

一人でも多く必要である事情から離婚及び再婚が

イメージの毀損につながることはなかったとし

た。一方、ユリウス＝クラウディウス朝後期以降

には一族が安定傾向になったことで頻繁な離婚が

落ち着き、それに連動して妻との離婚が夫の暴君

としてのイメージにつながり得る状況を作ったと

述べている。しかし、本書が主に扱うユリウス・

クラウディウス朝からセウェルス朝までの各王朝

の存続が 5代以上を見ないことから、各々が安定

していたとは言い難い。加えて著者は、離婚回数

の減少が姦通罪を犯した女性への眼差しをより冷

たいものにしたと考える。その主張から、家のイ

メージを著しく毀損する姦通罪に抵触した皇帝家

の女性が、一般より厳しく裁かれた可能性がある

と示唆した。しかし、厳しく裁かれた例として挙

げられた女性の多くはユリウス＝クラウディウス

朝前～中期の女性である。それに対し離婚への倫

理的な批判が表出したと著者が主張したのはドミ

ティアヌス帝以降であり、時代にずれがみられる。

そのため、離婚回数の減少および求められるイ

メージの変化が、皇帝家の女性の姦通への特に厳
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壁画の元へたどり着くまでの試行錯誤の様子、そ

のときに著者が抱いた感情も叙述されている。各

章を通して、読者は著者とともに「壁画の街」を

旅した気分になるのである。

第Ⅰ章「社会の中のアートと、アートにあらわ

れる社会」では、社会の中のアートを語る上で理

解が必要となる「パブリック・アート」と「パブ

リック」の定義に関する先行研究が示される。そ

のうえで、アメリカのパブリック・アート政策の

歴史と、下からの「民衆のアート」との関連を説

明し、読者をアートの現場へと導く。

第Ⅱ章では、フィラデルフィアが 1980年代の

脱工業化と人口減などの都市の衰退を経験しな

がらも、市民自身が主体となって市政を構築し

ようとしたことをMAPの前身となる「反落書き

ネットワーク（Philadelphia Anti-Graffiti Network: 

PAGN）」を介して検証する。「反落書きネットワー

ク」とは、新市長が就任後すぐに市の整備・美化

政策の一環として落書き撲滅を提案し、立ち上げ

られた組織である。

PAGNの責任者となったティム・スペンサーや

助手のジェーン・ゴールデンが、市長の思惑を超

えて、PAGNを青少年の更生や教育を行う組織に

変化させたという点に惹きつけられる。青少年が

アート制作に携わることができる場を提供し、産

業が空洞化して荒廃した地域を中心に壁画を作成

していったプロセスが描かれている。

著者はフィラデルフィアにおける壁画アート発

展の重要な因子として、第一にコミュニティ意識

の存続と人種意識を超えた融合的コミュニティ形

成の機運の醸成、第二に市民のパブリック・アー

トへの関心の高さ、第三に壁画を民衆の声の表現

としてとらえるジェーン・ゴールデンという人物

の存在、第四に PAGNの取り組みを支援するフィ

ラデルフィア市政の懐の深さを挙げている。

第Ⅲ章では、1990年代から今日に至るまでの

MAPの活動を、アメリカ社会の変容という背景

に位置づけて、どのような過程を経てフィラデル

フィアが壁画の街（The City of Murals）へと変貌

していったのかが語られる。1992年、新市長が

選出されたことがきっかけで、経済活性化と新産

Ⅰ　社会の中のアートと、アートにあらわれる

　　社会

Ⅱ　1980年代アメリカの都市空間の変容

　　—フィラデルフィアの体験—

Ⅲ　「壁画の街（The City of Murals）」

Ⅳ　壁画探しの旅

補論　福島・双葉町の壁画

　　　—津波と原発事故の被災地は今—

おわりに

本書は、従来の歴史学を研究してきた者にとっ

ては異色の書であるといえよう。それは、序言に

おいて著者のかつての指導教員藤川による著者の

紹介から始まる。藤川は著者の良いところは、「自

分自身の生き方や、生活そのものを出発点に研究

に取り組むところ」（3頁）という。著者は公立

中学校で教鞭を執りながら、大阪外国語大学（夜

間主）を卒業した。退職後博士前期課程へ進学し

た、いわゆる社会人入学女性大学院生であった
(1)
。

さらに、藤川は本書の意義について、「多様な生

を享受する社会において、人々を結び付け、差別

に抗い、格差を是正しようとするための多種多様

な活動が生まれています。そうした運動に着目し、

それを広く伝えていくこと、それこそが現在の研

究に求められていることではないでしょうか」（4

頁）と問いかける。

序言の後に続く「はじめに」では、著者が

2017年 10月にフィラデルフィアを訪れたところ

から始まる。本書では、ミューラル・アーツ・フィ

ラデルフィア（Mural Arts Philadelphia: MAP）とそ

の責任者であるジェーン・ゴールデンの壁画制作

に対する思想をもとに、このMAPが取り組んで

きたパブリック・アートの実践を通して、パブリッ

ク・アートが持つ力を考察する。

本書の特徴は、一貫して「壁画を前に立って考

えた」著者が登場することである。著者の目線を

通して、壁画の街の変容が叙述されている。時に

は、壁画の制作に携わった者にインタビューを

行っている。大学で開催されたワークショップに

も足を運び、公開討論における主張も記述してい

る。訪れた街で人とのつながりに支えられながら、
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わない多くの壁画が描かれることを願っている」

（156頁）と語る著者は、民俗学者の宮本常一を

彷彿とさせる。宮本もまた「歴史に名前を残さな

いで消えていった人びと、共同体を通り過ぎて

いったひとびととの存在も含めて歴史を描き出し

えないものかというのが、宮本の目標とするとこ

ろだった」
(2)
。

以上のように、本書は、10年以上にわたる調

査をもとに、世界各地の壁画制作を介して差別と

たたかうアートと人々の姿を叙述した現代史とい

える。近年、人文知のあり方が問われ、歴史学の

存在意義をいかに専門家ではない人びとと共有す

るかが議論されている。このような背景のもと、

アカデミックな歴史学を閉じたものとせず、実証

的歴史学の知見を共有しながら、オーラル・ヒス

トリーの手法を取り入れることで、公的な歴史記

述だけでは捉えきれない視点を浮かび上がらせて

いる。

また、2022年度から高等学校の新しい学習指

導要領が施行され、「歴史的思考力」の育成が重

視されている。本書は、研究者と人びとの協働や

対話による歴史研究の方向性を提示するという点

で、従来の研究や教育のあり方を変える大きな示

唆を与える。これらは、著者自身の教師としての

バック・グラウンドや、「帰国してから先輩の大

学院生に、ロサンジェルスへ、女性一人、車なし、

夜に空港着の旅をするなど、無謀で危険だと忠告

を受けた」（156頁）というエピソードにも表れ

るように、著者のバイタリティがあってこそ可能

であったといえる。

本書を読み終えた読者は、見慣れた街あるいは

初めて訪ねる街で、思わず壁画に目を向け、その

背景にある壁画とコミュニティの人々の歴史につ

いて想いを馳せることだろう。

註

(1) 藤川隆男・堀内真由美・松田祐子・森本和子・

安井倫子「特集 社会人入学女性大学院生：狩猟・

ピアノ・女学校・フェミニズム・人種」『パブリッ

ク・ヒストリー』（大阪大学西洋史学会）2、2005

年、73–103頁。かつての社会人入学女性大学院

業の育成という観点から、市の事業の見直しが図

られ、PAGNの活動目的が「反落書き」から「アー

ト志向」へとシフト。これに伴い、PAGNから

1996年にMAPへと組織が変わり、壁画は市当局

のみならず、市民や実業界からも認められ、都市

の景観を変え、住民の心も変化させたという。

2000年以降のMAPの壁画は「社会関与型アー

ト」へと傾注する。MAPの活動を通して、著者

は読者に「壁画は誰のためのものか」ということ

を問い直し、住民とともに、住民が壁画制作に関

与していくものであるということを気づかせてく

れる。一方で、壁画は「『街の荒廃』のシンボル」

と表する地方紙や不動産業者による壁画に対する

否定的な反応もあったという。しかしながら、壁

画は市民を魅了し、市内中心部にも描かれるよう

になった。ここでMAPの壁画が傷ついた人々の

ための「癒やしの壁画」であると同時に、本書の

タイトルにあるように「分断に抗う壁画」「たた

かう壁画」へと進化したことの意味が明らかにさ

れる。

第Ⅳ章「壁画探しの旅」では、著者がロサンジェ

ルス、シカゴ、メルボルン、ソウル、日本の壁画

をめぐり、その土地（都市）の歴史的背景と結び

つけながら紹介している。壁画を通して、その土

地の人々の姿が浮かび上がる。特に、ロサンジェ

ルスの「偉大な壁」の制作におけるプロセスが詳

述されている。制作に携わったジュディス・バッ

カは「公的歴史解釈によるのではなく、時代ごと

に若者と歴史教師が討論しながら、何を書き出す

のか決めていった」（112頁）と語ったという。

日本の壁画のまとめにおいて、著者は大阪の

釜ヶ先でジェントリフィケイションが推し進めら

れて、ホームレスが「見えない人間に」にされ

ようとしていると指摘する。大阪での状況を踏ま

えて、フィラデルフィアのホームレスのシェル

ターの前に描かれた壁画を思い出し、「『見えない

（Invisible）』人々を見えるようにしようという力

強い壁画だった」（155頁）と表現する。本書も

壁画の制作と同様に『見えない（Invisible）』人々

を見えるようにする試みである。

本書の最後で「『民衆のアート』の本質を見失
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生は博士論文をもとに、以下を刊行。堀内真由美

『大英帝国の女教師：イギリス女子教育と植民地』

白澤社、2008年。松田祐子『主婦になったパリ

のブルジョワ女性たち：100年前の新聞・雑誌か

ら読み解く』大阪大学出版会、2009年。

(2) 畑中章宏『今を生きる思想　宮本常一　歴史

は庶民がつくる』講談社、2023年、6–7頁。

（杉山暁子）


